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原子力規制委員会原子力規制庁

長官官房技術基盤グループ

シビアアクシデント研究部門

１．競争入札に付する事項                                                              

(1)

(2)契約期間

(3)納入場所

仕様書による。

(4)入札方法

２．競争参加資格

(1)

(2)予決令第７１条の規定に該当しない者であること。　

(3)

(4)

(5)

(6)入札説明会に参加した者であること。

３．入札者に求められる義務等

　この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書
に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の提出期限内に提出しなければならない。ま
た、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。
　なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものと
し、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものと
する。

記

令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析

公告）に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定め
るもののほか下記に定めるところによる。

令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）環境省競争参加資格（全省庁
統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者
であること。

　原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和２年９月１７日付け

入　札　説　明　書  

契約締結日から令和３年３月１２日まで

　入札金額は、総価で行う。
　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント
に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てた金額とする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者である
こと。

件　 名

原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
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４．入札説明会の日時及び場所

 原子力規制委員会原子力規制庁　六本木ファーストビル１３階入札会議室

 ※１　参加人数は、原則１社１名とする。

 ※２　本会場にて、入札説明書の交付は行わない。

 ※３　本案件は入札説明会への参加を必須とする。

５．適合証明書の受領期限及び受領場所等

(1) 受領期限

(2) 受領場所

　 原子力規制委員会原子力規制庁　長官官房技術基盤グループ

 　技術基盤課契約係（六本木ファーストビル１６階）

(3) 提出方法

  イ．書面で参加する場合

(4) その他

６．競争執行の執行の日時、場所等

(1) 入札及び開札の日時及び場所

　　日時

　　場所  原子力規制委員会原子力規制庁　六本木ファーストビル１３階入札会議室

(2)入札書の提出方法

(3)入札の無効

　電子調達システムで参加する場合は、５．(1)の期限までに同システム上で適合証明
書を提出すること（同システムのデータ上限は10MBまで）。

　書面で参加する場合は５．(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受
け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる適合証明
書の提出は受け付けない。

審査の結果は令和２年１０月２２日（木）までに電子調達システムで通知する。書面に
より入札に参加する者へは、書面で通知する。（審査結果通知書）

令和２年１０月２３日

令和２年１０月１２日 (月)

 ア．電子調達システムによる入札の場合

　６．(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。

 イ．書面による入札の場合

　原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式２による書面を５．(1)の日時
までに５．(2)の場所へ持参又は郵送すること。

　また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式１による入札書を６．
(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、ＦＡＸ、郵送等により提出するこ
とは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。

 ウ．入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

　入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した
入札は無効とする。

(金)

１２時００分

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日 (月) １３時００分～

１０時００分

  ア．電子調達システムによる入札の場合
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７．落札者の決定方法

８．その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。

９．入札保証金及び契約保証金　　　全額免除

10．契約書の作成の要否　　　要

11．契約条項　　　　　　　　契約書（案）による。

12．支払の条件　　　　　　　契約書（案）による。

13．契約手続において使用する言語及び通貨

 日本語及び日本国通貨に限る。

14．契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

 支出負担行為担当官　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　伊藤　隆行

 〒106-8450　東京都港区六本木一丁目９番９号

15．その他

(1)

(2)   本件に関する照会先

質問は、電話、FAX又はメールにて受け付ける。

担当：原子力規制委員会原子力規制庁

 　　 =長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門　　鈴木　ちひろ

０３－５１１４－２２２４

０３－５１１４－２２３４

chihiro_suzuki@nsr.go.jp

電 話 ：

F A X ：

(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
　　政府電子調達システム（GEPS）
　　ホームページアドレス　https://www.geps.go.jp/
　　ヘルプデスク　０５７０－０１４－８８９（ナビダイヤル）
　　受付時間　平日８時３０分～１８時３０分

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

　支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決
令第７９条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適
当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のう
ち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

  競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任にお
いて、速やかに書面をもって説明しなければならない。
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１．趣旨

２．入札説明書等

（２）入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

３．入札保証金及び契約保証金

４．入札書の書式等

５．入札金額の記載

６．入札書の提出

  　入札者は、様式１の書面による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達シス
　テムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
　　なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定され
　ている入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式２による書面を作
　成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

（３）電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時ま
　　でに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到
　　着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。

（２）書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称
 又は商号）、宛名（支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿
と記載）及び「令和２年１０月２３日開札［令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対す
る解析］の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。

（１）入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約
　　の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に
　　明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約
　　したものとして取り扱うこととする。

（別　紙）

（３）入札者は、入札後、（１）の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが
　　　できない。

  　環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全
　額免除する。

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得

  　原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般
　競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守
　しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

（１）入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟
　　　読のうえ入札しなければならない。

  　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する
　額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
　額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税
　事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書
　に記載すること。
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７．代理人等（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い

８．代理人等の制限

９．条件付の入札

10．入札の無効

    次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

    ①　競争に参加する資格を有しない者による入札

    ②　指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札

    ⑤　金額を訂正した入札

    ⑥　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

    ⑦　明らかに連合によると認められる入札

    ⑧　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札

    ⑩　入札書の提出期限までに到着しない入札

    ⑪　暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札

    ⑫　その他入札に関する条件に違反した入札

11．入札の延期等

12．開札の方法

　　予決令第７２条第１項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参
　加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名される
　ことを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審
　査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名さ
　れなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。

  　入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ
　とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入
　札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。

    代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式３による委任状
　を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、
  同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。

（１）入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが
　　できない。

（２）入札者は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」とい
    う。）第７１条第１項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが
    できない期間は入札代理人等とすることができない。

    ③　委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続き
　　　を終了していない代理人等による入札

（２）電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻
　　に端末の前で待機しなければならない。

（３）入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ
　　競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。

    ④　記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えるこ
　　　とができる。）を欠く入札

    ⑨　入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書
　　　が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札

（１）開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理
　　人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことがで
　　きる。
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13．調査基準価格、低入札価格調査制度

②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が１０分の６を予定価格に乗じて得た額

14．落札者の決定

15．落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法

16．落札決定の取消し

（４）入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

  　当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに
　当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
  　なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係
　のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

  　落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判
　明したときは、落札決定を取消すことができる。

（６）開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の
　　入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入
　　札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達
　　システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただ
　　し、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。

（１）工事その他の請負契約（予定価格が１千万円を超えるものに限る。）について予決令第
　　８５条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該
　　契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は
　　次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」とい
　　う。）に満たない場合とする。

①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに１０分の７．５から１０分の
　９．２までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

（１）有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落
　　札者とする。

（５）入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ
　　か、開札場を退場することができない。

（３）前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお
　　それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱
　　すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の
　　範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする
　　ことがある。

（２）低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を
　　決定する。

（２）調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後
　 の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下
　「低入札価格調査」という。）に協力しなければならない。

（３）低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及
 　び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
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17．契約書の提出等

（２）落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

18．契約手続において使用する言語及び通貨

    契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

（１）落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札
　　者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、
　　契約書を受理した日から１０日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和６
    ３年法律第９１号）第１条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当
    官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間
　　を延長することができる。
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（別　記）

                          暴力団排除に関する誓約事項

                                      記

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

（１）契約の相手方として不適当な者

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者

　　ア　暴力的な要求行為を行う者

　　イ　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　　ウ　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　　エ　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　　オ　その他前各号に準ずる行為を行う者

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

　　ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
　　　直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者
　が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが
　判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見
積書）の提出をもって誓約いたします。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ
ても、異議は一切申し立てません。

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含
む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧
表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個
人情報を警察に提供することについて同意します。

　　ア　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で
　　　ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の
　　　代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者
　　　をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
　　　法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法
　　　第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

　　イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
　　　える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を
　受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の
　契約担当官等へ報告を行います。
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令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

印

（復）代理人役職・氏名 印

注）代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する

場合に、（復）代理人の記名押印が必要。

このとき、代表印は不要（委任状には必要）。

　下記のとおり入札します。

　１　入札件名　：

　２　入札金額　：金額　　　　　　　　　　　　円也　

　３　契約条件　：契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

　４　誓約事項　：暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

代表者役職・氏名

記

令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析

商 号 又 は 名 称

所 在 地

入　　札　　書

（様式１）
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令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

印

　１　入札件名　：

　２　電子調達システムでの参加ができない理由

担当者連絡先

　部署名 ：

　担当者名 ：

　ＴＥＬ ：

　ＦＡＸ ：

　E-mail ：

記

電子入札案件の紙入札方式での参加について

（様式２）

　下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式
での参加をいたします。

令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析

(記入例）電子調達システムで参加する手続が完了していないため

代表者役職・氏名　　　　　　　　　　　　　印

商 号 又 は 名 称

所 在 地
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令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

（委任者）

印

（受任者）

印

　当社　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め下記権限を委任します。

（委任事項）

1

2 １の事項に係る復代理人を選任すること。

（様式３－①）

委　　任　　状

記

令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析の入札に関する一切の件

代表者役職・氏名

商 号 又 は 名 称

所 在 地

代 理 人 所 在 地

所 属 （ 役 職 名 ）

代 理 人 氏 名
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令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

（委任者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印 印

（受任者）

印

　当社　　　　　　　　　　　　　　を復代理人と定め下記権限を委任します。

（委任事項）

                                                          

代 理 人 所 在 地

所 属 （ 役 職 名 ）

商 号 又 は 名 称

（様式３－②）

委　　任　　状

記

所 属 （ 役 職 名 ）

復 代 理 人 氏 名

　令和２年度原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析の入札に関する一切の件

代 理 人 氏 名

復 代 理 人 所 在 地
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（参　考）

予算決算及び会計令（抜粋）

　（一般競争に参加させることができない者） 

　（一般競争に参加させないことができる者） 

　四 　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

　五 　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

２ 　契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に
　 参加させないことができる。

第七十条 　契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第
　一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ
　か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

第七十一条 　契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当
　すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない
　ことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また
　同様とする。

　一 　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若
 　　しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

　二 　公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため
　 　に連合したとき。

　三 　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

　六 　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に
   　虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

　七 　この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者
　 　を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した
　 　とき。

　一 　当該契約を締結する能力を有しない者

　二 　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

　三 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三
　 　十二条第一項 各号に掲げる者
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1 

 

仕 様 書 

 
１．件名 

令和２年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析 
 
２．適用 

この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）が契約

する上記の契約に関する仕様を規定するものである。 
 
３．契約期間 
      自 ： 契約締結日 
      至 ： 令和３年３月１２日 
 
４．業務内容 

本事業では、原子炉施設のガンマ線遮蔽解析手法について解析等を行う。具体的

には、平成 29 年度～令和元年度に実施したモンテカルロコード MCNP による原

子炉施設の試解析結果を精査してモンテカルロ計算法の適用性および解析結果の

判断に資する情報を整理する。また、原子炉施設や類似した構造物を対象として、

点減衰核法による簡易計算法や詳細解析法を用いて遮蔽解析を行い、簡易計算法に

ついて整理する。以下の［1］～［5］の項目について作業を実施する。ただし、本

仕様書に定められない細部については、規制庁担当者と協議の上決定する。 
［1］ モンテカルロ試解析結果の整理       (4.1 節) 
［2］ ビルドアップ係数に係る解析    (4.2 節) 
［3］ QAD コードの適用性に係る解析    (4.3 節) 
［4］ G33 コードの適用性に係る解析    (4.4 節) 
［5］ 技術資料の作成           (4.5 節) 

 
4.1 モンテカルロ試解析結果の整理 

平成 29 年度～令和元年度に、原子炉施設等を対象として、モンテカルロコード

MCNP によるガンマ線遮蔽試解析を行った。解析対象は、原子炉建屋内の放射性

物質及び地表面沈着放射性物質を線源とする緊急時対策所の線量評価、使用済燃料

プールの使用済燃料を線源とする敷地境界線量評価、RRA スカイシャインベンチ

マーク実験解析、コンクリート層の透過解析である。 
これらの解析においては、種々の分散低減法の効果の調査や分散低減法で用いら

れるパラメータの感度解析、及び各種タリーによる評価値の比較等を実施した。ま
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た、評価値の収束状況を把握するために、計算過程における統計指標（最大 MCNP
で指標としている 10 種類）を出力し、統計情報の推移を整理した。 
今年度は、平成 29 年度～令和元年度に実施した試解析結果を総合的に分析して

整理する。 
整理分析は、緊急時対策所、使用済燃料プール等、施設ごとに行い、それぞれに

ついて、評価方式の異なるタリーによる評価値間の差異、分散低減法の感度解析及

び統計情報の推移についてまとめる。感度解析については、各ケースの統計誤差を

含む評価値について比較できるように整理する。統計情報については、可能な限り

MCNP の 10 指標について表 1 に例示するような整理を行った上で、適宜統計指標

の推移を図示して、解析結果の妥当性判断に資する情報を分析する。なお、まとめ

方の詳細については規制庁担当者との協議により決定する。 
整理分析にあたっては、例えば以下の点を考慮する。 
 モンテカルロ計算が妥当であるためには、評価点近傍へ粒子が十分到達して

いる必要がある。 
 統計的に十分な計数が行われている。 
 試解析では必ずしも MCNP で示している全ての指標は出力していないが、可

能な限り、MCNP の示す判断基準に沿った整理を行う。 
 MCNP で示している指標全てが基準を満たすケースは少ないと考えられる

が、実際上どのような指標で妥当性の判断が可能か整理する。 
 MCNP で出力される指標と、図示した統計指標の推移等からの工学的判断も

含めて解析結果の妥当性判断に資する情報を整理する。 
なお、平成 29 年度～令和元年度の作業は以下のとおりである。 
平成 29 年度：モンテカルロ法及び MCNP コードの調査、スカイシャインベンチ

マーク実験体系を対象とした、分散低減法パラメータ等の感度解析。 
平成 30 年度：コンクリート平板体系、使用済燃料貯蔵プール、緊急時対策所を

対象とした、分散低減法パラメータ等の感度解析。 
令和元年度：スカイシャインベンチマーク実験体系、使用済燃料貯蔵プール、緊

急時対策所を対象とした、MCNP コードの適用性検討、計算過程における統計指

標（最大 MCNP で指標としている 10 種類）の推移の整理。 
別添資料 1、別添資料 2、別添資料 3 に、それぞれ平成 29 年度、平成 30 年度、

令和元年度に実施した試解析の概要（解析体系、解析ケース、出力項目、出力例等）

を示す。 
 
4.2 ビルドアップ係数に係る解析 

点減衰核法による簡易計算法では、散乱線の寄与を考慮するためにビルドアップ

係数を用いる。通常、単一の無限媒質中の点線源に対して求められたビルドアップ

係数が使用される。一方、実際の遮蔽では、線源からの距離が大きい場合、ガンマ
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線は平行に近い形状で遮蔽体に入射し、遮蔽体は２種類以上の物質の層で構成され

る場合も多い。 
ここでは、通常使用されているビルドアップ係数が、実際の遮蔽条件に対してど

の程度の差異や保守性をもつか、ビルドアップ係数どのような条件で使用すれば、

より安全側になるか、等について確認を行う。 
 
4.2.1 γ線入射条件によるビルドアップ係数の比較 

ビルドアップ係数は線源の入射条件や遮蔽体の形状、線源と評価点の位置関係に

よって異なる。これらの線源条件と遮蔽体との関係による違いを見るため、以下の

ケースについてビルドアップ係数を求め、それらの比較を行う。 
(i)球体系に点線源 
(ii)平板体系に点線源 
(iii)平板体系に一様面線源 

解析はモンテカルロ法コード MCNP を用いて行う。球体系の場合は Sn 法計算コ

ード ANISN による計算も行う。対象物質はコンクリート、鉄、水及び空気とし、

遮蔽体の厚さは 0.5mfp～30mfp の範囲で 8 点程度、入射ガンマ線エネルギーは

0.1MeV～10MeV の範囲で 10 点程度について解析を行う。ビルドアップ係数は、

空気カーマ及び実効線量について求める。 
(i)球体系に点線源 

評価点（厚さ）への反射効果を考慮できる十分大きい半径の球体系（無限厚遮蔽）

で、中心に点線源を置いた計算を MCNP 及び ANISN で行い、各厚さに対するビ

ルドアップ係数を求める。 
(ii)平板体系に点線源 

評価点（厚さ）への反射効果を考慮できる十分大きい厚さの平板体系（無限厚遮

蔽）で、平板の前面に点線源を置いた計算を MCNP で行う。 
評価点は、線源から平板に垂直な軸上及び軸から横方向に離れた位置（斜め透過

となる位置）とし、各評価点のビルドアップ係数を求める。軸から横方向に離れる

条件を 3 種類程度考慮する（角度又は距離）。 
(iii)平板体系に一様面線源 

評価点（厚さ）への反射効果を考慮できる十分大きい厚さの平板体系（無限厚遮

蔽）で、一様な面線源が入射する場合の計算を MCNP で行う。 
平板への入射角は垂直入射の場合と平板に斜めに入射する場合を考慮する。入射

角は、垂直入射を含めて 4 種類程度とする。 
平板体系点線源と球体系点線源のビルドアップ係数の比較の例を表 2 に示す。な

お、比較表の詳細は規制庁担当者との協議により決定する。また、適宜比較図も作

成する。 
 
4.2.2 有限厚さの遮蔽体に対するビルドアップ係数に係る解析 
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通常、有限厚の遮蔽体の計算でも、無限厚物質で計算され反射効果を含んだビル

ドアップ係数が使用される。反射効果の分は安全裕度となる。ここでは、以下のケ

ースについて有限厚遮蔽のビルドアップ係数を詳細解析コードにより求め、無限厚

遮蔽のビルドアップ係数との比較を行う。 
(i)球体系に点線源 
(ii)平板体系に点線源 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 

解析は球体系では、MCNP 及び ANISN を用いて行い、平板体系では MCNP で

行う。対象物質はコンクリート、鉄、水及び空気とし、厚さは 0.5mfp～30mfp の

範囲で 8 点程度、入射ガンマ線エネルギーは 0.1MeV～10MeV の範囲で 10 点程度

について解析を行う。ビルドアップ係数は、空気カーマ及び実効線量について求め

る。 
(i)球体系に点線源 

評価対象の厚さ（8 点程度）の半径の球体系について、MCNP 及び ANISN によ

り計算を行い、体系外面における有限厚さの遮蔽体のビルドアップ係数を求める。

計算結果は、4.2.1(i)で求めた無限厚のビルドアップ係数と比較する。 
(ii)平板体系に点線源 

評価対象の厚さ（8 点程度）の平板体系について、平板の前面に点線源を置いた

計算を MCNP で行う。平板後面における有限厚さの遮蔽体のビルドアップ係数を

求める。評価点は線源から平板に垂直な軸上及び斜め透過となる横方向に 3 点程度

とする。計算結果は、4.2.1(ii)で求めた無限厚のビルドアップ係数と比較する。 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 

評価対象の厚さ（8 点程度）の厚さの平板体系について、垂直入射に対する有限

厚さの遮蔽体のビルドアップ係数を MCNP により求める。計算結果は、4.2.1(iii)
で求めた無限厚のビルドアップ係数と比較する。 

 
4.2.3 多重層遮蔽体に対するビルドアップ係数に係る解析 

原子炉施設の遮蔽構造物では、コンクリートや鉄など２種類以上の物質から構成

される場合も多い。現状使用されるビルドアップ係数は単一物質のものであり、点

減衰核法計算コードもビルドアップ係数は１物質の指定に制限されている。多重層

遮蔽体に対しては、例えば評価点に近い層の物質を指定したり、最大のビルドアッ

プ係数となる物質を指定するなどの運用が行われている。 
ここでは、多重層の物質構成、厚さ、γ線エネルギー等を変化させた場合のパラ

メータサーベイを詳細解析コードにより行う。解析は以下のケースについて行い、

単一物質のビルドアップ係数との比較を行う。 
(i)球体系に点線源 
(ii)平板体系に点線源 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 
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解析は球体系では、MCNP 及び ANISN を用いて行い、平板体系では MCNP で

行う。対象物質はコンクリート、鉄、水及び空気とし、これらを組み合わせた 5 種

類程度の二重層について計算を行う。第一層の厚さは 4 種類程度とし、ビルドアッ

プ係数を求める厚さは 0.5mfp～30mfp の範囲で 12 点程度とする。入射ガンマ線エ

ネルギーは 0.1MeV～10MeV の範囲で 10 点程度について解析を行う。ビルドアッ

プ係数は、空気カーマ及び実効線量について求める。 
(i)球体系に点線源 

第 1 層及び第 2 層から構成される球体系での計算を、第 1 層の厚さを変えて（4
種類程度）MCNP 及び ANISN により行い、ビルドアップ係数を求める。第 2 層

は反射効果を考慮できる十分厚い体系とする。計算結果は、4.2.1(i)で求めた無限厚

のビルドアップ係数と比較する。 
(ii)平板体系に点線源 

平板の前面に点線源があり、第 1 層及び第 2 層から構成される平板体系での計算

を、第 1 層の厚さを変えて（4 種類程度）MCNP により行い、ビルドアップ係数

を求める。第 2 層は反射効果を考慮できる十分厚い体系とする。計算結果は、

4.2.1(ii)で求めた無限厚のビルドアップ係数と比較する。 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 

前項と同じ平板体系で、平板に垂直に一様入射する場合の計算を MCNP により

行い、ビルドアップ係数を求める。計算結果は、4.2.1(iii)で求めた無限厚のビルド

アップ係数と比較する。 
 
4.3 QAD コードの適用性に係る解析 
4.3.1 異なる入射条件でのガンマ線透過計算 

点線源、一様垂直入射面線源に対して、ANISN、MCNP 及び QAD による計算を

行い、線源入射条件の影響を確認する。 
遮蔽壁の物質、厚さ、γ線エネルギー等を変化させた場合のパラメータサーベイ

を実施する。 
解析は以下のケースについて行う。 

(i)球体系に点線源 
(ii)平板体系に点線源 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 

対象物質はコンクリート、鉄、水及び空気とし、遮蔽体の厚さは 8 種類程度、入

射ガンマ線エネルギーは単色で、0.1MeV～10MeV の範囲で 10 点程度について解

析を行う。求める線量は空気カーマ及び実効線量とする。 
なお、(i)～(iii)の計算で、ANISN 及び MCNP 計算については、4.2.2 項の計算と

条件が同じであれば、その結果を使用してもよい。 
(i)球体系に点線源 
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中心に点線源を持つ有限半径（8 種類程度）の球体系で、ANISN、MCNP 及び

QAD で計算を行い、球外面の線量を求める。 
(ii)平板体系に点線源 

前面に点線源を持つ有限厚さ（8 種類程度）の平板体系で、MCNP 及び QAD で

計算を行い、平板後面の線量を求める。 
評価点は、線源から平板に垂直な軸上及び軸から横方向に離れた位置（斜め透過

となる位置）とする。軸から横方向に離れる位置は 3 点程度考慮する。 
(iii)平板体系に一様垂直入射面線源 

前項と同じ平板体系で、面線源が垂直に一様入射する場合の計算を MCNP によ

り行う。評価点は平板後面とする。 
 
4.3.2 多重層遮蔽体のガンマ線透過計算 

多重層の遮蔽体に対して、単一物質ビルドアップ係数を用いた QAD 計算を行っ

た場合の影響を、詳細計算との比較により確認する。 
多重層の物質構成、厚さ、γ線エネルギー等を変化させた場合のパラメータサー

ベイを詳細解析コードにより実施する。解析は以下のケースについて行う。 
(i)球体系に点線源 
(ii)平板体系に点線源 

対象物質はコンクリート、鉄、水及び空気とし、これらを組み合わせた 5 種類程

度の二重層について計算を行う。それぞれの二重層に対して、第 1 層と第 2 層の厚

さの組合せは 4 種類程度とする。入射ガンマ線エネルギーは 0.1MeV～10MeV の

範囲で 10 点程度について解析を行う。求める線量は空気カーマ及び実効線量とす

る。 
(i)球体系に点線源 

中心に線源を持つ有限半径の二重層球体系について、QAD、MCNP 及び ANISN
で球外面の線量を計算する。QAD の計算は単一物質のビルドアップ係数を用いた

近似計算とする。 
(ii)平板体系に点線源 

前面に点線源を持つ有限厚の二重層平板体系で、MCNP 及び QAD で計算を行い、

平板外面の線量を求める。QAD の計算は単一物質のビルドアップ係数を用いた近

似計算とする。 
 
4.4 G33 コードの適用性に係る解析 
4.4.1 使用済燃料プール燃料領域の自己遮蔽効果に係る解析 

ガンマ線スカイシャイン計算において、使用済燃料プールの線源を燃料領域上部

の点線源で近似する場合、燃料領域の自己遮蔽効果を考慮しない場合があるが、自

己遮蔽を考慮した解析を行い、燃料領域の自己遮蔽効果を整理する。計算対象は仮

想的な使用済燃料プールとし、計算体系及び線源条件は規制庁より提示する。 
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自己遮蔽を考慮した計算を 2 次元 Sn コード DORT で行い、上空及び距離 700m
までの地上における線量を計算する。燃料領域については密度を変えた 3 ケースの

計算及び空気のみとした場合（線源は存在）の計算を行う。合わせて、全線源強度

を燃料領域上部に点線源として置いた場合の上記と同じ位置における線量を

DORT で計算する。これらの計算結果を比較することにより、線源領域の自己遮蔽

の効果を整理する。 
 

4.4.2 線源条件に関する解析 
G33 でスカイシャイン計算を行う場合の、点線源の位置、ガンマ線放出角及びガ

ンマ線エネルギーの影響に着目した解析を行う。 
 (a) 点線源からの放出角及び位置の影響 

使用済燃料プール上部に点線源を置く場合について、放出角及び線源の水平方向

の位置の線量への影響を調べる。計算は G33 により敷地境界線量を求めることに

より行う。計算体系は仮想的なものとする。 
燃料領域上端の点線源の水平方向の位置について、線源領域中央部、評価点とは

反対側の線源領域端部及び評価点側の線源領域端部の 3 点を考慮する。 
それぞれの点線源位置に対して、放出角として、45 度～90 度の範囲の 5 点程度

を考慮して敷地境界線量を求める。 
計算結果を比較することにより、点線源の位置およびガンマ線放出角の敷地境界

線量への影響を検討する。 
(b) ガンマ線エネルギーによる大気中減衰率の影響 

スカイシャイン計算における、γ線エネルギーによる大気中減衰の違いについて

整理する。計算対象は前項と同じ仮想的な体系とする。 
G33 により、単色のガンマ線エネルギー5 種類程度についてスカイシャイン計算

を行って敷地境界線量を求め、エネルギーによる減衰効果の違いについて整理する。 
 
4.5. 技術資料の作成 

4.1 から 4.4 の作業内容をとりまとめ、技術資料を作成する。2 月中旬までに、作

成した技術資料（案）を用いて最終報告を行う。なお、12 月末を目途に中間報告

をすること。技術資料には各種図表を掲載し、上記実施項目に係る内容、説明など

を含めること。 
技術資料の作成の際は下記に留意すること。 

 ・ 目次、図表目次をつける。 
 ・ 用語、略号は統一し、一般的でない部分は初出のところで説明する。 
 ・ SI 単位を原則とする。 
 ・ オリジナリティ、著作権に関わる部分は引用文献を明記する。 
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表 1 モンテカルロ計算結果の整理方法の例 
統計指標項

目／判断基

準 

タリー

平均

値

(mean) 

 

相対誤差(error) 

 

Variance of 

Variance(VOV) 

 

Figure of 

Merit(FOM) 

確率密

度関数

(SLOPE) 

計算ケ

ース 

タ

リ

ー

種

類 

後半

で単

調増

減しな

い 

基準

比較 

後半

でほ

ぼ単

調減

少 

後半

で 1⁄

√

で

減少 

基準

比較 

後半

でほ

ぼ単

調減

少 

後半

でほ

ぼ

1/N

で減

少 

後半

で一

定 

後半

で単

調増

減し

ない 

基準比

較 

計算ケ

ース 1 

タ

リ

ー 

(数値) (数値

と基

準判

断) 

(変化

傾向) 

(変化

傾向) 

(数値

と基

準判

断) 

(変化

傾向) 

(変化

傾向) 

(変化

傾向) 

(変化

傾向) 

(数値と

基準判

断) 

計算ケ

ース 2 

           

～            

 
 

表 2a ビルドアップ係数(平板体系、点線源)の例 
物質 エネルギー 厚さ(mfp) 

厚さ 1 厚さ 2 厚さ 3 厚さ 4 ～ 
 
物質 1 

エネルギー1      
エネルギー2      
～      

物質 2 ～      

 
 

表 2b 平板体系ビルドアップ係数と球体系ビルドアップ係数の比(点線源)の例 
物質 エネルギー 厚さ(mfp) 

厚さ 1 厚さ 2 厚さ 3 厚さ 4 ～ 
 
物質 1 

エネルギー1      
エネルギー2      
～      

物質 2 ～      
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５．実施工程 
〔 実 施 工 程 〕 

 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1) モンテカルロ試解析結果の整理       

2) ビルドアップ係数に係る解析       

3) QAD コードの適用性に係る解析       

4) G33 コードの適用性に係る解析       

5) 技術資料の作成＊ 

 

   

 △ 

   

▲ 

 

＊)技術資料(案)を 2 月中旬までに提示し、最終報告すること。また、12 月末目途

に中間報告をすること。 
 
６．実施場所 

本作業は、受注者の作業場所において実施する。 
 
７．実施体制及び実施責任者 
（１）実施体制 

受注者は実施体制図を発注者に提出すること。 
（２）実施責任者 

(a) 発注者側： 
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ  
    安全技術管理官（シビアアクシデント担当） 

(b) 受注者側： 
 本事業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示すること。 

 
８．納入品目、数量、納入場所及び納入時期 
（１）提出書類 

受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する図書、

書類の提出時期及び部数は、次のとおりとする。 
 

提 出 図 書 一 覧 
 提 出 書 類 提出部数*1 提 出 期 日 承認 備考 
1 実施体制図 1 受注時及び変更時 要  

2 情報セキュリティに関する

書面 1 受注時及び納入時  *2 

3 実施計画書 1 受注後1週間以内及

び変更時 要 *3 
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4 品質保証活動計画書 1 受注後1週間以内 要 *4 
5 品質保証活動確認書 1 納入時 要 *5 
6 技術資料 1 納入時 要 *6 
7 完了届 1 納入時 要  
8 納品書 1 納入時   
*1：承認返却分を含まない。 
*2：12.（1）及び 12.（5）参照 
*3：工程表を含む。 
*4：本作業にかかわる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック

項目及びチェック方法、調達管理の方法、文書管理の方法等） 
*5：品質保証活動計画書に基づいて行う品質保証の活動記録を示したもの。 
*6：納入媒体について、紙 1 部及び電子（DVD 又は CD）を 4 部、規制庁担当者

の指示する方法で提出すること。 
（２）納入時期及び納入場所 

a.納入時期 ：令和３年３月１２日 
b.納入場所 ：原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 
      シビアアクシデント研究部門 
      東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル 

 
９．無償貸与品等 
（１）本事業の実施に必要な報告書 
（２）その他本事業を実施するに当たり、規制庁担当者が必要と認めたもの。 

 
なお、無償貸与品は、当該作業で不要となった後、速やかに返却すること。また、

複製等も含め受注者側に一切の情報を残さないこと。また、作業期間中は、これら

の情報の外部等へ漏洩しないこと。 
 
10．品質保証 

品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。 
（１）品質管理体制 

・受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 
・品質管理部署は作業実施部署と独立していること。 
・実施責任体制が明確となっていること（実施責任者と品質管理責任者は兼務しな

いこと）。 
（２）品質管理の具体的な方策 

受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関

する方法（チェック時期及びチェック内容）が明確にされていること。 
（３）担当者の技術能力 

業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 
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受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入時に

品質保証活動確認書を提出すること。また、規制庁担当者が必要に応じて行う品質

管理作業に関する監査を受け入れること。 
 
11．検収条件 

本仕様書に記載の内容を満足し、８.に記載の提出書類が全て提出されていること

が確認できることをもって検収とする。 
 
12．情報セキュリティの確保 

受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 
（１） 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係わる情報セキュリティ対策とそ

の実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提供すること。 
（２） 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機

密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること。また、本業務

において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて

適切に取り扱うこと。 
（３） 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュ

リティ対策の履行が不十分とみなされたとき又は受注者において請負業務に係

わる情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行

う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 
（４） 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要に

なった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 
また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当からの

指示に応じて適切に廃棄すること。 
（５） 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す

ること。 
（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー 
https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf 

 
13．その他 

（１）受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じたとき、

あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、

その指示に従うこと。また、規制庁担当者と協議後、決定した事項については議

事録を作成すること。 
（２）作業責任者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、か

つ業務において良好な信頼関係が保てること。 
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（３）業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこ

と。 
（４）常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供する

こと。 
（５）業務管理責任者は、提出した実施体制を常に確保するとともに、当該作業の進捗

状況等について確認し、規制庁担当者に定期的に報告すること。また、実施工程

に変更があった場合は、速やかに規制庁担当者に提出すること。 
（６）本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制

庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウ

ハウを実施・使用にするときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 
（７）成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で

速やかに必要な事項を講ずること。 
（８）規制庁担当者が抜き打ち的手法等による検査又は監督を行う場合があるので、受

注者は協力すること。 
 

以 上 
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別添資料 1 平成 29 年度試解析の概要 
（令和 2 年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析） 

 
1. MCNP によるスカイシャインベンチマーク実験解析の概要 
目的：パラメータ感度解析 
計算体系（天井なし、天井 20cm、天井 40cm）：別添 1-図 1-1 
 線源：サイロ内 Co-60 線源 

評価点距離：30m, 50m, 70m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m 
      （天井 40cm は 400m まで） 
タリー：一部のケースを除いて F4 タリー- 

解析ケース（計算条件を変えた計算）：別添 1-表 1-1 
出力項目：各ケースの線量(mean)、相対誤差(error)、FOM（表） 
     各ケースの空間分布、測定値との比較（図） 
解析結果例：別添 1-表 1-2、別添 1-図 1-2 
 

 
別添 1-図 1-1 スカイシャインベンチマーク実験評価モデル 
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別添 1-表 1-1 パラメータ感度解析実施項目（スカイシャインベンチマーク実験） 

 

 
 

感度解析項目 実施ケース 備考
分散低減法の有無による影
響

分散低減法の有無による影響を比較する。
・分散低減法無し
・セル・インポータンス
・ウェイトウィンドウ

天井無し、20cm、40cmの
ケースにおいて実施

ウェイトウィンドウのエネルギ
分割による影響

ウェイトウィンドウのエネルギ分割を変更した場合の
影響を比較する
・エネルギ1 群
・エネルギ3 群
・エネルギ9 群

天井無しのケースにおいて
実施

ウェイトウィンドウの与え方に
よる影響

セルベースでウェイトウィンドウを与えた場合と、メッ
シュベースでウェイトウィンドウを与えた場合の影響
を比較する
・セルベースでウェイトウィンドウを与えた場合
・メッシュベースでウェイトウィンドウを与えた場合

天井20cmのケースにおい
て実施

ウェイトウィンドウの分割厚さ
の違いによる影響

ウェイトウィンドウの分割厚さを変更した場合の影響
を比較する
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

天井20cmのケースにおい
て実施
コンクリート ：5cm、10cm、
20cm

タリーの種類による影響 タリーにF2 又はF4 タリーを用いた場合と、決定論
的手法であるF5タリーを用いた場合の影響を比較
する
・F2 タリー（円環）
・F4 タリー（円環）
・F5 タリー（リング）

天井20cm(20cm-7)のケー
スにおいて実施

タリーの形状による影響 タリー形状を変更した場合の影響を比較する
・F2,F4,F5 で方位性無し（円環,円環，リング）とし
た場合
・F2,F4,F5 で方位性あり（面,球，ポイント）とした場
合

天井20cmのケースにおい
て実施

ウェイトウィンドウ作成時の
ターゲット位置を変更した場
合の影響

ウェイトウィンドウのターゲット位置を変更した場合
の各評価点に与える影響を比較する
・ターゲットタリー200m
・ターゲットタリー400m

天井20cmのケースにおい
て実施

結合計算法を用いた場合の
分散低減法の設定による影
響

MCNP－MCNP の結合計算法（SSWカード使用）を
用いる場合に、分散低減法の設定方法による影響
を比較する
・分散低減無し－分散低減無し
・分散低減無し－ウェイトウィンドウ
・ウェイトウィンドウ－ウェイトウィンドウ

天井40cmのケースにおい
て実施

結合計算法を用いた場合の
引継ぎトラック数による影響

MCNP－MCNP の結合計算法（SSWカード使用）を
用いる場合に、境界線源の引継ぎトラック数が十
分でない場合の影響を比較する
・引継ぎトラック数が十分のケース
・引継ぎトラック数が少ないケース

天井40cmのケースにおい
て実施

地面の有無による影響 地面の有無による結果への影響を比較する
・地面無し
・地面あり

天井無し及び天井20cmの
ケースにおいて実施
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別添 1-表 1-2 解析結果の例 

（ウェイトウィンドウの分割厚さの違いによる影響） 
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別添 1-図 1-2 解析結果の例 

（ウェイトウィンドウの分割厚さの違いによる影響） 
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別添資料 2 平成 30 年度試解析の概要 
（令和 2 年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析） 
 
1. コンクリート透過に対するモンテカルロ法の適用性調査の概要 
計算体系（コンクリート平板）：別添 2-図 1-1 

コンクリート厚さ：20cm、40cm、60cm、100cm 
 線源：垂直入射平面線源（PWR 格納容器内模擬ガンマ線スペクトル） 
 評価点：コンクリート後面（F2、F4、F5 タリー） 
解析ケース（パラメータ感度解析、ヒストリー数は一定）：別添 2-表 1-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom（表） 
     ANISN 計算との比較（表、図） 
     ヒストリー数を増やした場合の評価（1 ケース）（表） 
解析結果例：別添 2-表 1-2 

 
別添 2-図 1-1 コンクリート透過に対するモンテカルロ法の適用性調査の計算体系 

 
別添 2-表 1-1 コンクリート透過に対するモンテカルロ法の適用性調査解析一覧表 

 

感度解析項目 実施ケース 備考

ウェイトウインドウのセル分割
幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

分割幅 ：5cm、10cm、20cm

ウェイトウインドウのエネル
ギー分割

4ケース
・エネルギ 3群(約1桁間隔：低、中、高)
・エネルギ 9群(低エネルギを詳細)
・エネルギ 9群(中エネルギを詳細)
・エネルギ10群(高エネルギを詳細)

低エネルギ E≦0.1MeV
中エネルギ
　 0.1MeV<E≦1MeV
高エネルギ 1MeV<E

セルインポータンスのセル分
割幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

分割幅 ：5cm、10cm、20cm

指数変換法 2ケース
・指数変換法無し
・指数変換法有り

セル幅5,10,20cmについて
実施。セル幅10cmについて
は、エネルギ分割も考慮

ANISN 計算結果との比較 MCNP計算結果とANISN計算結果を比較する。
・MCNP計算（セル幅5cm）
・ANISN計算
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別添 2-表 1-2 解析結果の例 
（セルインポータンス法のセル分割幅） 

 コンクリート厚

(cm)
セル幅

(cm) 分散低減法

tally 2 tally 4 tally 5

mean error vov slope fom mean error vov slope fom mean error vov slope fom

20 
10 geom-split 3.5530E-10 0.0095 0.0007 10.0 128 3.5400E-10 0.0095 0.0006 10.0 129 3.4490E-10 0.0182 0.0085 3.7 35
5 geom-split 3.5435E-10 0.0085 0.0004 10.0 120 3.5504E-10 0.0091 0.0086 4.6 105 3.6264E-10 0.0295 0.3963 3.1 9.90E+00
20 geom-split 3.5294E-10 0.0127 0.0020 6.7 103 3.5291E-10 0.0135 0.0177 4.3 92 3.4638E-10 0.0233 0.0203 3.2 31

40 
10 geom-split 2.3971E-11 0.0165 0.0029 10.0 23 2.4060E-11 0.0170 0.0058 7.1 21 2.3741E-11 0.0338 0.0530 3.4 5.40E+00
5 geom-split 2.3628E-11 0.0145 0.0023 10.0 21 2.3609E-11 0.0146 0.0024 9.6 21 2.3316E-11 0.0276 0.0265 4.3 5.90E+00
20 geom-split 2.3166E-11 0.0220 0.0050 6.1 20 2.3065E-11 0.0218 0.0040 6.5 20 2.3305E-11 0.0440 0.1126 3.3 4.90E+00

60 
10 geom-split 2.0054E-12 0.0283 0.0136 5.4 5.50E+00 2.0042E-12 0.0283 0.0134 6.0 5.50E+00 2.0399E-12 0.0555 0.0559 2.8 1.40E+00
5 geom-split 2.0006E-12 0.0245 0.0060 10.0 5.00E+00 2.0001E-12 0.0245 0.0060 10.0 5.00E+00 1.9263E-12 0.0611 0.3343 2.7 8.00E-01
20 geom-split 1.9968E-12 0.0356 0.0120 8.8 5.20E+00 1.9921E-12 0.0357 0.0122 8.3 5.20E+00 2.0882E-12 0.1213 0.5643 2.7 4.50E-01

100 
10 geom-split 2.7004E-14 0.0733 0.0995 2.9 4.90E-01 2.7028E-14 0.0734 0.0982 2.9 4.90E-01 3.0006E-14 0.1569 0.3794 2.2 1.10E-01
5 geom-split 2.7362E-14 0.0618 0.0550 3.0 4.60E-01 2.7383E-14 0.0618 0.0558 3.0 4.60E-01 2.7222E-14 0.1293 0.3226 2.2 1.10E-01
20 geom-split 2.6856E-14 0.0778 0.0402 3.5 6.60E-01 2.6838E-14 0.0778 0.0400 3.5 6.60E-01 2.9192E-14 0.1467 0.2266 2.0 1.80E-01
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2. 建屋内放射性物質からの緊急時対策所内線量試解析の概要 
計算体系（原子炉建屋と緊急時対策所）：別添 2-図 2-1 
 線源：原子炉建屋に一様分布 

評価点：緊急時対策所内及び屋上（F2、F4、F5 タリー） 
解析ケース（パラメータ感度解析、ヒストリー数は一定）：別添 2-表 2-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom（表） 
     各ケースのヒストリー数増加に伴う統計指標(上記 4 指標)の変化（表） 
解析結果例：別添 2-表 2-2 
      別添 2-表 2-3(統計指標の変化) 
 

 
別添 2-図 2-1 建屋内放射性物質からの緊急時対策所内線量試解析の計算体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40cm

4.4cm

90cm

20m

22m

38m

300m

60cm

60cm

5m

20m X 20m

格納容器内

均一線源

（空気）

原子炉建屋

緊急時対策所

評価点

高さ150cm

評価点

2.2cm

コンクリート

鉄
コンクリート

空気

空気

空気

タリー用セル（球）

タリー用セル

（球）
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別添 2-表 2-1 建屋内放射性物質からの緊急時対策所内線量試解析一覧表 

 

 
 

感度解析項目 実施ケース 備考

ウェイトウインドウ・ジェネレー
タの繰り返し回数

3ケース
・1回目
・2回目
・3回目

ウェイトウインドウのチューニ
ング(下限値変更)

3ケース
1) 緊急時対策所建屋近傍の散乱空間ウェイトウイ
ンドウ下限値
2) 緊急時対策所建屋外壁のウェイトウインドウ下限
値
3) 緊急時対策所建屋内評価子(F4タリー)のウェイ
トウインドウ下限値

密度減少法 密度減少法なし(基本ケース)
密度減少法有り

密度減少法では、密度因子を
0.1、0.3、0.5、0.75 及び1.0
（基準評価と同じ）として評価

ウェイトウインドウのターゲット
位置変更

2ケース
・緊急時対策所内(F4タリー)(基本ケース)
・緊急時対策所屋上(F4タリー)

セルインポータンスのセル分
割幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
鉄： 1.1cm、2.2cm、4.4cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのセル分割
幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
鉄： 1.1cm、2.2cm、4.4cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのエネル
ギー分割

4ケース
・エネルギ 3群(約1桁間隔：低、中、高)
・エネルギ 9群(低エネルギを詳細)
・エネルギ 9群(中エネルギを詳細)
・エネルギ10群(高エネルギを詳細)

低エネルギ E≦0.1MeV
中エネルギ 0.1MeV<E≦1MeV
高エネルギ 1MeV<E

MCNP-MCNP 結合計算 4ケース
1) 線源建屋外面で接続：セルインポータンス法－
ウェイトウインドウ法
2) 線源建屋外面で接続：ウェイトウインドウ法－ウェ
イトウインドウ法
3) 緊急時対策所建屋外面で接続：ウェイトウインド
ウ法－ウェイトウインドウ法
4) 線源建屋外面及び緊急時対策所建屋外面で
接続：ウェイトウインドウ法－ウェイトウインドウ法－
ウェイトウインドウ法
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別添 2-表 2-2 解析結果の例 

（ウェイトウインドウ下限値の調整による評価結果） 
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別添 2-表 2-3 解析結果の例 
（適当なヒストリー間隔での統計指標の変化） 

 

 
 
 
 
 

表番号 表4.3
分散低減 geom-split
セル分割幅 5 cm

tally 2 tally 4 tally 5
nps mean error vov slope fom mean error vov slope fom mean error vov slope fom

16384000 1.65E-16 0.1253 0.4058 2 3.90E-02 1.99E-16 0.1796 0.4317 1.7 1.90E-02 1.57E-16 0.007 0.0239 3.9 12
32768000 1.51E-16 0.0861 0.2413 2.1 4.10E-02 1.78E-16 0.1217 0.2604 2 2.10E-02 1.58E-16 0.0054 0.0153 3 10
49152000 1.47E-16 0.0651 0.1741 2.2 4.80E-02 1.65E-16 0.0891 0.2435 2 2.60E-02 1.58E-16 0.0042 0.0089 3.1 11
65536000 1.47E-16 0.0526 0.1328 2 5.60E-02 1.65E-16 0.0707 0.198 1.9 3.10E-02 1.58E-16 0.0038 0.0085 3.1 11
81920000 1.57E-16 0.0652 0.2454 2.1 2.90E-02 1.60E-16 0.059 0.1883 2 3.50E-02 1.58E-16 0.0039 0.0289 2.7 8.30E+00
98304000 1.54E-16 0.0566 0.2252 2.2 3.20E-02 1.57E-16 0.0512 0.174 2.1 3.90E-02 1.58E-16 0.0035 0.0216 2.6 8.40E+00

114688000 2.59E-16 0.4169 0.9902 2.2 5.10E-04 1.54E-16 0.0456 0.1582 2 4.20E-02 1.59E-16 0.0051 0.3647 2.7 3.40E+00
131072000 2.44E-16 0.3873 0.99 2.3 5.10E-04 1.53E-16 0.0409 0.1495 2.2 4.60E-02 1.59E-16 0.0046 0.3386 2.8 3.70E+00
147456000 2.33E-16 0.3601 0.9896 2.2 5.30E-04 1.53E-16 0.0374 0.1318 2.2 4.90E-02 1.59E-16 0.0042 0.2981 2.8 3.90E+00
163840000 2.26E-16 0.3345 0.9877 2.1 5.50E-04 1.54E-16 0.0346 0.1176 2.2 5.10E-02 1.59E-16 0.0039 0.2728 2.6 4.10E+00
180224000 2.17E-16 0.3161 0.9875 2.2 5.60E-04 1.52E-16 0.0321 0.1132 2.3 5.40E-02 1.59E-16 0.0037 0.2194 2.5 4.10E+00
196608000 2.14E-16 0.2951 0.9843 2.1 5.90E-04 1.52E-16 0.0301 0.1043 2.4 5.60E-02 1.59E-16 0.0035 0.1899 2.4 4.10E+00
212992000 2.07E-16 0.2805 0.984 2.2 6.00E-04 1.51E-16 0.0284 0.0996 2.5 5.90E-02 1.59E-16 0.0033 0.1748 2.4 4.30E+00
229376000 2.03E-16 0.2665 0.9829 2.1 6.20E-04 1.49E-16 0.0269 0.0955 2.6 6.10E-02 1.59E-16 0.0031 0.1639 2.5 4.40E+00
245760000 2.00E-16 0.2521 0.9812 2.2 6.40E-04 1.50E-16 0.0276 0.0858 2.4 5.40E-02 1.59E-16 0.003 0.155 2.5 4.60E+00
250000000 1.99E-16 0.2489 0.9812 2.2 6.50E-04 1.50E-16 0.0272 0.0841 2.5 5.40E-02 1.59E-16 0.0029 0.1523 2.6 4.70E+00

tally 12 tally 14 tally 15
nps mean error vov slope fom mean error vov slope fom mean error vov slope fom

16384000 8.70E-20 0.298 0.4547 0 6.90E-03 8.62E-20 0.2771 0.3981 0 8.00E-03 1.26E-19 0.192 0.4444 2 1.70E-02
32768000 1.00E-19 0.1831 0.1692 1.9 9.10E-03 1.03E-19 0.1832 0.1333 2.1 9.10E-03 1.38E-19 0.1286 0.1726 2 1.90E-02
49152000 9.81E-20 0.2045 0.4005 1.8 4.90E-03 1.01E-19 0.2017 0.3768 1.9 5.00E-03 1.40E-19 0.1453 0.4323 1.9 9.70E-03
65536000 9.57E-20 0.1651 0.3335 1.9 5.60E-03 9.90E-20 0.1618 0.3108 1.9 5.90E-03 1.37E-19 0.1171 0.3651 2 1.10E-02
81920000 9.30E-20 0.148 0.252 2 5.60E-03 9.48E-20 0.1439 0.2496 2 5.90E-03 1.31E-19 0.1031 0.3059 2.1 1.20E-02
98304000 1.06E-19 0.1782 0.3566 2 3.20E-03 1.05E-19 0.16 0.261 2 4.00E-03 1.31E-19 0.0929 0.2331 2 1.20E-02

114688000 1.03E-19 0.1575 0.3425 2.1 3.50E-03 1.01E-19 0.1433 0.2526 2 4.30E-03 1.29E-19 0.0819 0.2221 2.1 1.30E-02
131072000 9.99E-20 0.1454 0.3189 2.1 3.60E-03 9.78E-20 0.1342 0.223 2 4.30E-03 1.25E-19 0.0743 0.2175 2 1.40E-02
147456000 1.01E-19 0.1403 0.2332 2.1 3.50E-03 9.91E-20 0.1289 0.1685 2 4.10E-03 1.25E-19 0.0747 0.1778 2 1.20E-02
163840000 9.77E-20 0.1316 0.2276 2.1 3.50E-03 9.72E-20 0.1198 0.1602 2 4.30E-03 1.23E-19 0.0692 0.1693 2 1.30E-02
180224000 1.20E-19 0.1964 0.5406 2 1.40E-03 1.39E-19 0.2892 0.8448 1.9 6.70E-04 1.33E-19 0.0768 0.1323 1.9 9.50E-03
196608000 1.21E-19 0.1812 0.5134 1.9 1.60E-03 1.38E-19 0.2695 0.8268 1.9 7.10E-04 1.35E-19 0.0751 0.1146 1.9 9.10E-03
212992000 1.18E-19 0.1719 0.5058 2 1.60E-03 1.36E-19 0.2529 0.8112 2 7.40E-04 1.33E-19 0.0708 0.112 2 9.40E-03
229376000 1.13E-19 0.1664 0.5044 2 1.60E-03 1.30E-19 0.2455 0.8104 2 7.30E-04 1.30E-19 0.0673 0.1111 2 9.70E-03
245760000 1.21E-19 0.1706 0.3399 1.9 1.40E-03 1.36E-19 0.2323 0.6453 2 7.60E-04 1.39E-19 0.0974 0.4102 1.9 4.30E-03
250000000 1.21E-19 0.168 0.3387 1.9 1.40E-03 1.37E-19 0.2279 0.6423 2 7.80E-04 1.39E-19 0.0959 0.4086 1.9 4.40E-03
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3. 地表面に沈着した放射性物質からの緊急時対策所内線量試解析の概要 
計算体系（緊急時対策所）：別添 2-図 2-1 のうち、原子炉建屋を除いた体系 
 線源：別添 2-図 3-1 に示す地表面の範囲 

評価点：緊急時対策所内及び屋上（F2、F4、F5 タリー） 
解析ケース（パラメータ感度解析、ヒストリー数は一定）：別添 2-表 3-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom（表） 

各ケースのヒストリー数増加に伴う統計指標(上記 4 指標)の変化（表） 
解析結果（例）：別添 2-表 3-2、統計指標の変化は別添 2-表 2-3 と同様 
 

 

別添 2-図 3-1 地表面沈着線源の範囲 
 

別添 2-表 3-1 地表面に沈着した放射性物質からの緊急時対策所内線量試解析一覧表 

 

感度解析項目 実施ケース 備考

ウェイトウインドウ・ジェネレー
タの繰り返し回数

3ケース
・1回目
・2回目
・3回目

ウェイトウインドウのチューニ
ング(下限値変更)

3ケース
1) 緊急時対策所建屋近傍の散乱空間ウェイトウイ
ンドウ下限値
2) 緊急時対策所建屋外壁のウェイトウインドウ下限
値
3) 緊急時対策所建屋内評価子(F4タリー)のウェイ
トウインドウ下限値

密度減少法 密度減少法なし(基本ケース)
密度減少法有り

密度減少法では、密度因子を
0.1、0.3、0.5、0.75 及び1.0（基
準評価と同じ）として評価

ウェイトウインドウのターゲット
位置変更

2ケース
・緊急時対策所内(F4タリー)(基本ケース)
・緊急時対策所屋上(F4タリー)

セルインポータンスのセル分
割幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのセル分割
幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのエネル
ギー分割

4ケース
・エネルギ 3群(約1桁間隔：低、中、高)
・エネルギ 9群(低エネルギを詳細)
・エネルギ 9群(中エネルギを詳細)
・エネルギ10群(高エネルギを詳細)

低エネルギ E≦0.1MeV
中エネルギ 0.1MeV<E≦1MeV
高エネルギ 1MeV<E
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別添 2-表 3-2 解析結果の例 

（ウェイトウインドウ法(エネルギー分割)による評価結果） 
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4. 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析の概要 
計算体系（使用済燃料プール模擬体系）：別添 2-図 4-1、別添 2-図 4-2 
 線源：使用済燃料プール内の使用済燃料 

評価点：敷地境界（距離 700m）（F2、F4、F5 タリー） 
解析ケース（パラメータ感度解析、ヒストリー数は一定）：別添 2-表 4-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom（表） 

各ケースのヒストリー数増加に伴う統計指標(上記 4 指標)の変化（表） 
解析結果例：別添 2-表 4-2、 

統計指標の変化は別添 2-表 2-3 と同様 
 

 
別添 2-図 4-1 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析の計算体系立面図 

 

 
別添 2-図 4-2 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析の計算体系平面図 

地面地面

燃料領域 （線源）

燃料取扱建屋(コンクリート)

使用済燃料プール

ｶﾞｽﾌﾟﾚﾅﾑﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ領域

ｶﾞｽﾌﾟﾚﾅﾑｽﾍﾟー ｻｰ領域

ｶﾞｽﾌﾟﾚﾅｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ領域

0cm

12m

22m
60cm

5m

60cm

5m

10m

1m 1m

空気

空気

60cm

1.5m

評価点

使用済燃料ﾌﾟｰﾙ中心から700m
地上高さ1.5m

700m
タリー用セル

（半径1.5mの球）

使用済燃料集合体数

56体(18m)×25体(8m)=1400体

50cm

コンクリートコンクリート

399.41cm
386.55cm
375.44cm
365.76cm

50cm

50cm50cm

ボイド

（インポータンスゼロ）

ボイド

（インポータンスゼロ）

50cm

評価点

使用済燃料ﾌﾟｰﾙ中心から700m
地上高さ1.5m

燃料取扱建屋

使用済燃料プール

燃料領域

18m

20m

30m

8m
10m

1m

1m

5m

5m

60cm

60cm

20m

空気
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別添 2-表 4-1 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析一覧表 

 
 
 
 
 
 
 

感度解析項目 実施ケース 備考

ウェイトウインドウ・ジェネレー
タの繰り返し回数

3ケース
・1回目
・2回目
・3回目

ウェイトウインドウのチューニ
ング(下限値変更)

3ケース
1) 評価点近傍の散乱空間ウェイトウインドウ
下限値
2) 線源近くのプレナム部分のウェイトウインド
ウ下限値
3) 評価点(F4タリー)セルのウェイトウインドウ
下限値

密度減少法 密度減少法なし(基本ケース)
密度減少法有り

密度減少法では、密度因子を
0.01、0.1、0.3、0.5、0.75 及び
1.0（基準評価と同じ）として評価

セルインポータンスのセル分
割幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのセル分割
幅

3ケース
・線量率が1/2 程度になる厚さ
・線量率が1/4 程度になる厚さ
・線量率が1/10 程度になる厚さ

コンクリート ：5cm、10cm、20cm
空気： 100m(固定)

ウェイトウインドウのエネル
ギー分割

4ケース
・エネルギ 3群(約1桁間隔：低、中、高)
・エネルギ 9群(低エネルギを詳細)
・エネルギ 9群(中エネルギを詳細)
・エネルギ10群(高エネルギを詳細)

低エネルギ E≦0.1MeV
中エネルギ 0.1MeV<E≦1MeV
高エネルギ 1MeV<E

MCNP-MCNP 結合計算 2ケース
1) 一括
2) 線源建屋の外側で結合
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別添 2-表 4-2 解析結果の例 

（密度減少法による評価結果） 
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別添資料 3 令和元年度試解析の概要 
（令和 2 年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析） 
 
1. MCNP によるスカイシャインベンチマーク実験解析の概要 
計算体系（天井なし、天井 21cm、天井 43cm）：別添 3-図 1-1 
 線源：サイロ内 Co-60 線源 

評価点距離：30m, 50m, 70m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m 
      （天井 43cm は 400m まで）（F2、F4、F5 タリー） 

解析ケース（計算条件を変えた統計推移評価）：別添 3-表 1-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom のヒストリー数による変化（表、図） 

各ケースの MCNP の 10 指標出力（表） 
解析結果（例）：別添 3-表 1-2、別添 3-図 1-2 

MCNP の 10 指標出力の例：別添 3-表 1-3 
 

 
別添 3-図 1-1 スカイシャインベンチマーク実験の解析計算モデル 
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別添 3-表 1-1 MCNP によるスカイシャインベンチマーク実験解析一覧表 

番号 ケース区分 分散低減法 実験条件 
タリー種別 

F2 F4 F5 
F2 
(tz) 

F4 
(tz) 

1 

基本ケース 

MCNP で作成したセルウ

エイト・ウインドウデー

タを用いる方法 

天井遮蔽体なしの

ケース 
○ ○ ○ ○ ○ 

2 
天井遮蔽体厚 21cm
のケース 

○ ○ ○ ○ ○ 

3 
天井遮蔽体厚 43cm
のケース 

○ ○ ○ ○ ○ 

4 

計算条件を

変えた

MCNP によ

る解析 

DORT 結果から作成した

RZ 体系のメッシュウエ

イト・ウインドウデータ

を用いる方法 

天井遮蔽体厚 21cm 
ケース 

○ ○ ○ - - 

5 

MCNP で作成した RZ 体

系のメッシュウエイト・

ウインドウデータを用い

る方法 

天井遮蔽体厚 21cm
のケース 

○ ○ ○ - - 

6 
セルインポータンスを指

定する方法 
天井遮蔽体厚 21cm
のケース 

○ ○ ○ - - 

備考 F2 タリー（粒子が面を通過することによりフラックスをスコア）、領域は円筒形状（断面 1m×1m 四角形）の表面 
 F4 タリー（領域内の粒子の透過距離よりフラックスをスコア）、領域は円筒形状（断面 1m×1m 四角形） 
 F5 タリー（決定論的に体系内での衝突点から寄与する量をすべてスコア）、MCNP ではリング検出器（F5z)を指定 
 F2(tz)タリー（粒子が面を通過することによりフラックスをスコア）、領域はトーラス形状（断面が円）の表面 

F4(tz)タリー（領域内の粒子の透過距離よりフラックスをスコア）、領域はトーラス形状（断面が円） 
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別添 3-表 1-2 解析結果の例 
（天井遮蔽体なしの場合での統計指標の変化） 

（タリー：F112，位置：700m） （タリー：F114，位置：700m） 
00_112 

nps mean error vov slope fom 

1.0E+05 1.7962E-02 0.155 0.0692 0.0 5.7  

2.0E+05 1.6473E-02 0.1096 0.0344 0.0 5.7  

3.0E+05 1.8280E-02 0.0972 0.0802 0.0 4.8  

4.0E+05 1.8742E-02 0.0826 0.0507 0.0 5.0  

5.0E+05 1.8168E-02 0.0744 0.0383 10.0 4.9  

6.0E+05 1.9213E-02 0.0655 0.0268 10.0 5.3  

7.0E+05 1.8506E-02 0.0611 0.023 10.0 5.2  

8.0E+05 1.8767E-02 0.059 0.0201 10.0 4.9  

9.0E+05 1.9400E-02 0.0587 0.0306 5.9 4.4  

1.0E+06 1.9062E-02 0.0556 0.0274 5.7 4.4  
 

00_114 

nps mean error vov slope fom 

1.0E+05 2.1254E-02 0.1785 0.1086 0.0 4.3  

2.0E+05 1.8194E-02 0.1282 0.0652 0.0 4.2  

3.0E+05 2.1441E-02 0.1045 0.0408 0.0 4.2  

4.0E+05 2.1483E-02 0.0862 0.0295 0.0 4.5  

5.0E+05 2.1134E-02 0.0787 0.0253 10.0 4.4  

6.0E+05 2.2514E-02 0.0708 0.0193 10.0 4.5  

7.0E+05 2.1433E-02 0.0668 0.0176 10.0 4.3  

8.0E+05 2.1565E-02 0.0636 0.0150 10.0 4.2  

9.0E+05 2.1186E-02 0.0595 0.0136 10.0 4.3  

1.0E+06 2.0726E-02 0.0566 0.0127 10.0 4.2  
 

（タリー：F115，位置：700m） （タリー：F112(tz)，位置：700m） 
00_115 

nps mean error vov slope fom 

1.0E+05 2.0316E-02 0.0294 0.0529 3.2 158 

2.0E+05 2.0513E-02 0.0349 0.4279 2.9 56 

3.0E+05 2.0738E-02 0.0268 0.2453 2.9 63 

4.0E+05 2.0802E-02 0.0215 0.1841 3.0 73 

5.0E+05 2.0521E-02 0.0184 0.1498 3.1 80 

6.0E+05 2.0782E-02 0.0171 0.1019 3.0 77 

7.0E+05 2.0622E-02 0.0152 0.0924 2.8 84 

8.0E+05 2.0655E-02 0.014 0.0749 2.7 86 

9.0E+05 2.0567E-02 0.0128 0.0680 2. 92 

1.0E+06 2.0534E-02 0.0118 0.0620 2.6 97 
 

00tz_112 

nps mean error vov slope fom 

1.0E+05 3.0904E-02 0.2489 0.2396 0.0 20 

2.0E+05 2.3070E-02 0.1775 0.1882 0.0 20 

3.0E+05 2.1954E-02 0.1374 0.1303 0.0 23 

4.0E+05 2.3112E-02 0.1247 0.1316 0.0 21 

5.0E+05 2.2543E-02 0.1133 0.1001 4.3 20 

6.0E+05 2.3375E-02 0.1167 0.1085 3.4 16 

7.0E+05 2.2531E-02 0.1056 0.1014 2.9 17 

8.0E+05 2.3599E-02 0.0951 0.0778 3.0 18 

9.0E+05 2.3485E-02 0.0873 0.0703 3.3 19 

1.0E+06 2.2718E-02 0.0820 0.0677 3.9 20 
 

（タリー：F114(tz)，位置：700m）  
00tz_114 

nps mean error vov slope fom 

1.0E+05 1.9609E-02 0.1597 0.1322 0.0 48 

2.0E+05 1.7160E-02 0.1215 0.0679 0.0 43 

3.0E+05 1.8382E-02 0.1153 0.0718 0.0 33 

4.0E+05 2.1765E-02 0.1566 0.5225 0.0 13 

5.0E+05 2.1870E-02 0.1414 0.3547 2.2 13 

6.0E+05 2.1395E-02 0.1265 0.2947 2.5 14 

7.0E+05 2.1390E-02 0.1116 0.2637 2.6 15 

8.0E+05 2.2052E-02 0.1008 0.21 2.9 16 

9.0E+05 2.2094E-02 0.0916 0.1915 2.9 18 

1.0E+06 2.1654E-02 0.0851 0.1823 2.7 18 
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別添 3-図 1-2 解析結果の例 
（天井遮蔽体なしの場合での統計指標の変化） 
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別添 3-表 1-3 天井遮蔽体なしの場合の統計指標 
                                                                  tfc bin     --mean--      ---------relative error---------      ----variance of the variance----      --figure of merit--     -pdf- 

                                                                  behavior    behavior      value   decrease   decrease rate      value   decrease   decrease rate       value     behavior     slope 

tally          nps       mean     error   vov  slope    fom no_p  desired      random       <0.05      yes      1/sqrt(nps)       <0.10      yes        1/nps           constant    random      >3.00 

   12       100000    4.4037E+01 0.0546 0.0102 10.0      46       observed     random        0.05      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random      10.00 

   12       100000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   12       200000    4.3199E+01 0.0452 0.0199  7.9      33       observed     random        0.05      yes          yes            0.02      yes          no            constant    random       7.87 

   12       200000                                          *  1  passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes          no               yes        yes         yes 

   12       300000    4.2731E+01 0.0369 0.0155  5.6      33       observed     random        0.04      yes          yes            0.02      yes          no            constant    random       5.65 

   12       300000                                          *  1  passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes          no               yes        yes         yes 

   12       400000    4.3130E+01 0.0317 0.0102  6.2      34       observed     random        0.03      yes          yes            0.01      yes          no            constant    random       6.16 

   12       400000                                          *  1  passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes          no               yes        yes         yes 

   12       500000    4.4010E+01 0.0288 0.0109  4.6      33       observed     random        0.03      yes          yes            0.01      yes          no            constant    random       4.60 

   12       500000                                          *  1  passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes          no               yes        yes         yes 

   12       600000    4.3873E+01 0.0262 0.0085  4.6      33       observed     random        0.03      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random       4.64 

   12       600000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   12       700000    4.4146E+01 0.0243 0.0085  4.5      33       observed     random        0.02      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random       4.48 

   12       700000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   12       800000    4.4013E+01 0.0229 0.0085  3.9      32       observed     random        0.02      yes          yes            0.01      yes          no            constant    random       3.93 

   12       800000                                          *  1  passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes          no               yes        yes         yes 

   12       900000    4.3686E+01 0.0216 0.0072  3.8      32       observed     random        0.02      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random       3.85 

   12       900000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   12      1000000    4.3474E+01 0.0205 0.0062  4.1      32       observed     random        0.02      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random       4.12 

   12      1000000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

                                                                  pass/total=    5 /    10 

 

                                                                  tfc bin     --mean--      ---------relative error---------      ----variance of the variance----      --figure of merit--     -pdf- 

                                                                  behavior    behavior      value   decrease   decrease rate      value   decrease   decrease rate       value     behavior     slope 

tally          nps       mean     error   vov  slope    fom no_p  desired      random       <0.05      yes      1/sqrt(nps)       <0.10      yes        1/nps           constant    random      >3.00 

   14       100000    4.5325E+01 0.0552 0.0090 10.0      45       observed     random        0.06      yes          yes            0.01      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       100000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       200000    4.0897E+01 0.0402 0.0045 10.0      42       observed     random        0.04      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       200000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       300000    4.1119E+01 0.0324 0.0028 10.0      43       observed     random        0.03      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       300000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       400000    4.1191E+01 0.0279 0.0020 10.0      43       observed     random        0.03      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       400000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       500000    4.2021E+01 0.0249 0.0015 10.0      44       observed     random        0.02      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       500000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       600000    4.1891E+01 0.0227 0.0012 10.0      44       observed     random        0.02      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      10.00 

   14       600000                                                passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

   14       700000    4.2854E+01 0.0234 0.0463  5.0      35       observed     random        0.02       no           no            0.05       no          no            constant    random       5.02 

   14       700000                                          *  4  passed?        yes          yes       no           no             yes       no          no               yes        yes         yes 

   14       800000    4.2862E+01 0.0216 0.0372  5.7      36       observed     random        0.02       no           no            0.04       no          no            constant    random       5.67 

   14       800000                                          *  4  passed?        yes          yes       no           no             yes       no          no               yes        yes         yes 

   14       900000    4.2878E+01 0.0203 0.0300  6.3      37       observed     random        0.02       no           no            0.03       no          no            constant    random       6.31 

   14       900000                                          *  4  passed?        yes          yes       no           no             yes       no          no               yes        yes         yes 

   14      1000000    4.2710E+01 0.0192 0.0253  6.1      37       observed     random        0.02       no           no            0.03       no          no            constant    random       6.05 

   14      1000000                                          *  4  passed?        yes          yes       no           no             yes       no          no               yes        yes         yes 

                                                                  pass/total=    6 /    10 
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2. MCNP コードによる敷地境界線量の計算の概要 
計算体系（使用済燃料プール模擬体系、円柱近似）：別添 3-図 2-1、別添 3-図 2-2 
 線源：使用済燃料プール内の使用済燃料 

評価点：線源から 30m、50m、70m、100m、150m、200m、300m、400m、500m、 
600m、700m(敷地境界) の各距離について計算（F2、F4、F5 タリー） 

解析ケース（計算条件を変えた統計推移評価）：別添 3-表 2-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom のヒストリー数による変化（表、図） 

各ケースの MCNP の 10 指標出力（表） 
解析結果（例）：別添 3-表 2-2、別添 3-図 2-3 

MCNP の 10 指標出力は、別添 3-表 1-3 と同様 

 

別添 3-図 2-1 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析の計算体系立面図（円柱化近似） 
 

 
別添 3-図 2-2 使用済燃料プールからの敷地境界線量試解析の計算体系立面図（円柱化近似） 
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別添 3-表 2-1 MCNP コードによる敷地境界線量の計算の一覧表 

 
 
 

別添 3-表 2-2 解析結果の例（700m の例） 
（MCNP コードによる敷地境界線量の計算） 

 
 

2 DORT結果から作成したRZ体系のメッシュウエ

イト・ウインドウデータを用いる方法
○ ○ ○

3 MCNPで作成したRZ体系のメッシュウエイ

ト・ウインドウデータを用いる方法
○ ○ ○

4 セルインポータンスを指定する方法 ○ ○ ○

計算条件を変

えたMCNPに
よる解析

番号 ケース区分 分散低減法
F2 F4 F5

基本ケース
MCNPで作成したセルウエイト・ウインドウ

データを用いる方法

タリー種別

1 ○ ○ ○

tally 112、 位置 700 m
nps mean error vov slope

1.0E+07 3.10E-06 0.0442 0.0250
2.0E+07 3.22E-06 0.0353 0.0272
3.0E+07 3.20E-06 0.0289 0.0223
4.0E+07 3.25E-06 0.0245 0.0141
5.0E+07 3.17E-06 0.0215 0.0113
6.0E+07 3.20E-06 0.0199 0.0085
7.0E+07 3.18E-06 0.0181 0.0070
8.0E+07 3.18E-06 0.0171 0.0060
9.0E+07 3.19E-06 0.0160 0.0051
1.0E+08 3.18E-06 0.0150 0.0045
1.1E+08 3.21E-06 0.0184 0.1713
1.2E+08 3.20E-06 0.0173 0.1560
1.3E+08 3.19E-06 0.0164 0.1439
1.4E+08 3.18E-06 0.0155 0.1337
1.5E+08 3.18E-06 0.0148 0.1225
1.6E+08 3.17E-06 0.0142 0.1148
1.7E+08 3.18E-06 0.0136 0.1041
1.8E+08 3.16E-06 0.0131 0.0990
1.9E+08 3.16E-06 0.0127 0.0920
2.0E+08 3.15E-06 0.0122 0.0866

tally 114、 位置 700 m
nps mean error vov slope

1.0E+07 3.08E-06 0.0438 0.0265
2.0E+07 3.21E-06 0.0343 0.0348
3.0E+07 3.20E-06 0.0285 0.0273
4.0E+07 3.26E-06 0.0242 0.0168
5.0E+07 3.18E-06 0.0213 0.0134
6.0E+07 3.20E-06 0.0196 0.0098
7.0E+07 3.19E-06 0.0178 0.0081
8.0E+07 3.20E-06 0.0167 0.0068
9.0E+07 3.20E-06 0.0157 0.0057
1.0E+08 3.19E-06 0.0147 0.0050
1.1E+08 3.18E-06 0.0140 0.0044
1.2E+08 3.17E-06 0.0134 0.0040
1.3E+08 3.17E-06 0.0128 0.0035
1.4E+08 3.17E-06 0.0123 0.0032
1.5E+08 3.16E-06 0.0119 0.0029
1.6E+08 3.16E-06 0.0115 0.0027
1.7E+08 3.16E-06 0.0112 0.0025
1.8E+08 3.15E-06 0.0108 0.0023
1.9E+08 3.15E-06 0.0105 0.0022
2.0E+08 3.15E-06 0.0102 0.0021

tally 115、 位置 700 m
nps mean error vov slope

1.0E+07 3.08E-06 0.0411 0.0257
2.0E+07 3.23E-06 0.0325 0.0257
3.0E+07 3.20E-06 0.0272 0.0240
4.0E+07 3.26E-06 0.0233 0.0147
5.0E+07 3.17E-06 0.0204 0.0119
6.0E+07 3.20E-06 0.0188 0.0089
7.0E+07 3.19E-06 0.0171 0.0073
8.0E+07 3.19E-06 0.0161 0.0062
9.0E+07 3.19E-06 0.0152 0.0053
1.0E+08 3.19E-06 0.0143 0.0047
1.1E+08 3.19E-06 0.0136 0.0041
1.2E+08 3.18E-06 0.0130 0.0037
1.3E+08 3.18E-06 0.0124 0.0034
1.4E+08 3.17E-06 0.0119 0.0031
1.5E+08 3.17E-06 0.0115 0.0028
1.6E+08 3.16E-06 0.0111 0.0026
1.7E+08 3.16E-06 0.0108 0.0024
1.8E+08 3.15E-06 0.0104 0.0023
1.9E+08 3.16E-06 0.0102 0.0021
2.0E+08 3.15E-06 0.0099 0.0020
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別添 3-図 2-3 解析結果の例 

（MCNP コードによる敷地境界線量の計算）
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3. MCNP コードによる緊急時対策所線量の計算の概要 
計算体系（原子炉建屋と緊急時対策所）：別添 3-図 3-1、別添 3-図 3-2 
 線源：原子炉建屋に一様分布 

評価点：緊急時対策所内及び屋上（F2、F4、F5 タリー） 
解析ケース（計算条件を変えた統計推移評価）：別添 3-表 3-1 
出力項目：各ケースの mean、error、vov、slope、fom のヒストリー数による変化（表、図） 
解析結果（例）：別添 3-表 3-2、別添 3-図 3-3 
 

 
別添 3-図 3-1 建屋内放射性物質からの緊急時対策所線量試解析の計算体系（立面図） 

 

 

別添 3-図 3-2 建屋内放射性物質からの緊急時対策所線量試解析の計算体系（周方向計算範囲） 
 
 

40cm

4.4cm

90cm

20m

22m

38m

300m

60cm

60cm

5m

20m X 20m

格納容器内

均一線源

（空気）

原子炉建屋

緊急時対策所

評価点

高さ150cm

評価点

2.2cm

コンクリート

鉄
コンクリート

空気

空気

空気

タリー用セル（球）

タリー用セル

（球）
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別添 3-表 3-1 MCNP コードによる緊急時対策所線量の計算の一覧表 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2 F4 F5

室内 〇 〇 〇

屋上 〇 〇 〇

室内 〇 〇 〇

屋上 〇 〇 〇

室内 〇 〇 〇

屋上 〇 〇 〇

室内 〇 〇 〇

屋上 〇 〇 〇

1

2

3

4

基本ケース ウエイト・ウインドウ法
ターゲットセルを3段階に分けてWW
カードを作成した

計算条件を変え
た分散低減法等
の設定

① ウエイト・ウインドウ・ジェネ
レータの編集

ケース番号１で作成したWWカードに
対して、緊急時対策所室外評価点の
ウエイト・ウインドウが周辺空気と同じ
になるように編集し計算を行った

② セルインポータンスによる
検討1

線源から全体に粒子数が飛ぶように
倍々のインポータンスを与えた

③ セルインポータンスによる
検討2

緊急時対策所室内タリーに重みをお
いてインポータンスを与えられるよう
にセル分割を見直した

番
号

ケース区分 分散低減法 備考 評価点
タリー種別
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別添 3-表 3-2 解析結果の例 
（MCNP コードによる緊急時対策所線量の計算：室内） 

 
 
 

ウェイト・ウインドウ(室内)

mean

(μS/h /photon)
error vov slope fom

mean

(μS/h /photon)
error vov slope fom

mean

(μS/h /photon)
error vov slope fom

1.0E+08 1.2308E-19 0.318 0.769 2.0 1.4E-03 1.2465E-19 0.316 0.755 2.1 1.5E-03 1.6594E-19 0.237 0.777 2.0 2.6E-03
2.0E+08 1.2292E-19 0.284 0.527 2.1 9.2E-04 1.2511E-19 0.289 0.540 2.1 8.9E-04 1.6674E-19 0.215 0.540 2.1 1.6E-03
3.0E+08 1.2536E-19 0.204 0.379 1.9 1.2E-03 1.4066E-19 0.221 0.303 1.9 1.0E-03 1.5923E-19 0.154 0.482 2.0 2.1E-03
4.0E+08 1.2842E-19 0.161 0.288 2.1 1.5E-03 1.4096E-19 0.175 0.246 2.0 1.2E-03 1.6145E-19 0.123 0.366 2.0 2.5E-03
5.0E+08 1.3950E-19 0.160 0.256 2.1 1.2E-03 1.4567E-19 0.158 0.185 2.0 1.2E-03 1.5916E-19 0.104 0.312 2.3 2.8E-03
6.0E+08 1.3390E-19 0.142 0.235 2.1 1.3E-03 1.3668E-19 0.142 0.180 2.1 1.3E-03 1.5329E-19 0.091 0.299 2.3 3.1E-03
7.0E+08 1.2818E-19 0.129 0.224 2.2 1.3E-03 1.3104E-19 0.128 0.171 2.2 1.3E-03 1.5039E-19 0.081 0.274 2.4 3.3E-03
8.0E+08 1.3923E-19 0.134 0.168 2.1 1.1E-03 1.4291E-19 0.129 0.122 2.0 1.1E-03 1.5451E-19 0.081 0.203 2.4 3.0E-03
9.0E+08 1.3743E-19 0.122 0.160 2.2 1.1E-03 1.4084E-19 0.118 0.116 2.2 1.2E-03 1.5441E-19 0.073 0.185 2.3 3.2E-03
1.0E+09 1.3935E-19 0.113 0.139 2.1 1.2E-03 1.3981E-19 0.109 0.111 2.2 1.3E-03 1.5403E-19 0.067 0.173 2.3 3.4E-03
1.1E+09 1.3860E-19 0.105 0.129 2.3 1.3E-03 1.3810E-19 0.102 0.104 2.3 1.4E-03 1.5397E-19 0.063 0.153 2.4 3.5E-03
1.2E+09 1.3916E-19 0.099 0.117 2.2 1.3E-03 1.3924E-19 0.095 0.093 2.3 1.4E-03 1.5677E-19 0.061 0.124 2.4 3.5E-03
1.3E+09 1.3740E-19 0.094 0.108 2.2 1.3E-03 1.3778E-19 0.091 0.086 2.3 1.4E-03 1.5652E-19 0.059 0.109 2.3 3.4E-03
1.4E+09 1.4388E-19 0.090 0.088 2.2 1.3E-03 1.4546E-19 0.089 0.070 2.2 1.4E-03 1.6085E-19 0.059 0.098 2.2 3.1E-03
1.5E+09 1.4115E-19 0.086 0.087 2.2 1.4E-03 1.4266E-19 0.085 0.068 2.2 1.4E-03 1.5934E-19 0.056 0.095 2.3 3.2E-03
1.6E+09 1.3940E-19 0.083 0.083 2.2 1.4E-03 1.4098E-19 0.082 0.066 2.3 1.4E-03 1.5864E-19 0.054 0.089 2.4 3.3E-03
1.7E+09 1.3814E-19 0.080 0.080 2.3 1.4E-03 1.3978E-19 0.078 0.063 2.3 1.5E-03 1.5917E-19 0.052 0.083 2.3 3.4E-03
1.8E+09 1.4330E-19 0.086 0.116 2.3 1.2E-03 1.4579E-19 0.090 0.161 2.3 1.1E-03 1.5971E-19 0.050 0.078 2.4 3.4E-03
1.9E+09 1.6553E-19 0.169 0.685 2.3 2.8E-04 1.4328E-19 0.087 0.157 2.4 1.1E-03 1.5741E-19 0.048 0.077 2.4 3.5E-03
2.0E+09 1.6319E-19 0.163 0.682 2.4 2.9E-04 1.4212E-19 0.084 0.155 2.5 1.1E-03 1.5744E-19 0.046 0.074 2.5 3.6E-03
2.1E+09 1.6414E-19 0.155 0.664 2.3 3.0E-04 1.4481E-19 0.082 0.133 2.4 1.1E-03 1.5757E-19 0.045 0.069 2.6 3.6E-03
2.2E+09 1.6138E-19 0.151 0.663 2.3 3.1E-04 1.4313E-19 0.080 0.132 2.4 1.1E-03 1.5700E-19 0.043 0.067 2.7 3.7E-03
2.3E+09 1.5805E-19 0.147 0.662 2.3 3.1E-04 1.4063E-19 0.078 0.131 2.4 1.1E-03 1.5583E-19 0.042 0.065 2.8 3.8E-03
2.4E+09 1.5683E-19 0.142 0.658 2.4 3.2E-04 1.4019E-19 0.075 0.128 2.4 1.1E-03 1.5653E-19 0.041 0.061 3.1 3.9E-03
2.5E+09 1.5405E-19 0.139 0.657 2.4 3.2E-04 1.3814E-19 0.073 0.127 2.5 1.1E-03 1.5555E-19 0.039 0.060 3.2 4.0E-03
2.6E+09 1.5729E-19 0.132 0.635 2.4 3.4E-04 1.4130E-19 0.070 0.116 2.7 1.2E-03 1.5747E-19 0.039 0.054 3.0 3.9E-03
2.7E+09 1.5473E-19 0.130 0.634 2.5 3.4E-04 1.3942E-19 0.069 0.116 2.6 1.2E-03 1.5641E-19 0.038 0.053 3.1 4.0E-03
2.8E+09 1.5361E-19 0.126 0.630 2.4 3.5E-04 1.3855E-19 0.067 0.114 2.6 1.2E-03 1.5604E-19 0.037 0.051 3.1 4.0E-03
2.9E+09 1.5278E-19 0.122 0.627 2.4 3.5E-04 1.3791E-19 0.065 0.112 2.7 1.2E-03 1.5601E-19 0.036 0.049 3.3 4.1E-03
3.0E+09 1.5138E-19 0.120 0.625 2.5 3.6E-04 1.3706E-19 0.064 0.110 2.8 1.3E-03 1.5567E-19 0.035 0.047 3.4 4.1E-03
3.1E+09 1.5110E-19 0.116 0.618 2.5 3.7E-04 1.3900E-19 0.064 0.098 2.6 1.2E-03 1.5506E-19 0.034 0.047 3.4 4.2E-03
3.2E+09 1.4986E-19 0.114 0.617 2.4 3.7E-04 1.3823E-19 0.063 0.097 2.6 1.2E-03 1.5500E-19 0.034 0.046 3.6 4.3E-03
3.3E+09 1.5081E-19 0.110 0.603 2.4 3.8E-04 1.3958E-19 0.062 0.090 2.5 1.2E-03 1.5693E-19 0.034 0.043 3.5 4.0E-03
3.4E+09 1.5171E-19 0.107 0.597 2.5 4.0E-04 1.4133E-19 0.060 0.085 2.5 1.2E-03 1.5774E-19 0.033 0.042 3.2 4.1E-03
3.5E+09 1.5398E-19 0.103 0.569 2.4 4.1E-04 1.4240E-19 0.058 0.083 2.6 1.3E-03 1.5841E-19 0.032 0.040 3.5 4.2E-03
3.6E+09 1.5295E-19 0.101 0.565 2.4 4.2E-04 1.4141E-19 0.057 0.082 2.6 1.3E-03 1.5783E-19 0.032 0.040 3.5 4.3E-03
3.7E+09 1.5168E-19 0.099 0.562 2.4 4.2E-04 1.4144E-19 0.057 0.077 2.6 1.3E-03 1.5694E-19 0.031 0.039 3.5 4.3E-03
3.8E+09 1.5058E-19 0.098 0.560 2.5 4.2E-04 1.4057E-19 0.056 0.076 2.6 1.3E-03 1.5636E-19 0.030 0.039 3.6 4.4E-03
3.9E+09 1.4973E-19 0.096 0.557 2.5 4.3E-04 1.4026E-19 0.055 0.074 2.6 1.3E-03 1.5572E-19 0.030 0.039 3.5 4.4E-03
4.0E+09 1.4836E-19 0.094 0.556 2.5 4.3E-04 1.3930E-19 0.054 0.073 2.6 1.3E-03 1.5521E-19 0.029 0.038 3.4 4.5E-03
4.1E+09 1.4864E-19 0.092 0.551 2.5 4.4E-04 1.3892E-19 0.053 0.072 2.6 1.3E-03 1.5508E-19 0.029 0.037 3.4 4.5E-03
4.2E+09 1.4828E-19 0.090 0.546 2.5 4.5E-04 1.3931E-19 0.053 0.068 2.6 1.3E-03 1.5446E-19 0.028 0.036 3.4 4.6E-03
4.3E+09 1.4743E-19 0.089 0.543 2.5 4.5E-04 1.3870E-19 0.052 0.067 2.6 1.3E-03 1.5371E-19 0.028 0.036 3.4 4.6E-03
4.4E+09 1.4626E-19 0.088 0.541 2.5 4.6E-04 1.3769E-19 0.051 0.066 2.6 1.3E-03 1.5336E-19 0.028 0.035 3.4 4.6E-03
4.5E+09 1.4573E-19 0.086 0.535 2.5 4.6E-04 1.3671E-19 0.051 0.066 2.7 1.3E-03 1.5261E-19 0.027 0.035 3.4 4.7E-03
4.6E+09 1.4575E-19 0.084 0.532 2.5 4.7E-04 1.3668E-19 0.050 0.065 2.7 1.4E-03 1.5295E-19 0.027 0.034 3.5 4.7E-03
4.7E+09 1.4653E-19 0.082 0.524 2.5 4.8E-04 1.3746E-19 0.049 0.063 2.7 1.4E-03 1.5354E-19 0.027 0.032 3.6 4.7E-03
4.8E+09 1.4539E-19 0.081 0.523 2.5 4.8E-04 1.3689E-19 0.048 0.062 2.7 1.4E-03 1.5285E-19 0.026 0.032 3.7 4.7E-03
4.9E+09 1.5040E-19 0.080 0.447 2.5 4.9E-04 1.4152E-19 0.050 0.056 2.5 1.2E-03 1.5515E-19 0.028 0.042 3.3 4.1E-03
5.0E+09 1.4943E-19 0.079 0.445 2.5 4.9E-04 1.4132E-19 0.050 0.054 2.4 1.2E-03 1.5454E-19 0.027 0.041 3.3 4.2E-03

tally 5 (tally No. 5)
nps

tally 2 (tally No. 2) tally 4 (tally No. 4)

- 52 -



 

39 

  

  
別添 3-図 3-3 解析結果の例 

（MCNP コードによる緊急時対策所線量の計算：室内 

0.0E+00
2.0E-20
4.0E-20
6.0E-20
8.0E-20
1.0E-19
1.2E-19
1.4E-19
1.6E-19
1.8E-19
2.0E-19

0.E+00 1.E+09 2.E+09 3.E+09 4.E+09 5.E+09

m
ea

n
(μ

S/
h 

/p
ho

to
n)

nps

ウェイト・ウインドウ(室内)

tally 2
tally 4
tally 5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.E+00 1.E+09 2.E+09 3.E+09 4.E+09 5.E+09

er
ro

r

nps

ウェイト・ウインドウ(室内)

tally 2
tally 4
tally 5
F2,F4判断基準
F5判断基準

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.E+00 1.E+09 2.E+09 3.E+09 4.E+09 5.E+09

vo
v

nps

ウェイト・ウインドウ(室内)
tally 2
tally 4
tally 5
判断基準

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.E+00 1.E+09 2.E+09 3.E+09 4.E+09 5.E+09

slo
pe

nps

ウェイト・ウインドウ(室内)

tally 2
tally 4
tally 5
判断基準

- 53 -



 

入札適合条件 

 

令和２年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析 を実施するにあたり、以下の条件を満たす

こと。 

 

1. 令和 01・02・03 年度（平成 31・32・33 年度）環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提

供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 

（資格審査結果（全省庁統一資格）の写しを添付のこと） 

 

2. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されて

いること。 

 

3. 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 

 

4. モンテカルロ法及び Sn法を用いた原子力施設の遮蔽解析に精通しており、MCNP コードの十分な知

識と使用経験（特に分散低減法）を有していることを示すこと。簡易遮蔽計算コード QAD 及び G33

の使用経験を有していることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当すること（担

当する者の実名は記載せず、記号で示すこと）。なお、実績でそれぞれの能力を示す場合には、添

付資料に、それぞれ実績 1～2件について下記の事項を記すこと。 

(1) 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） 

(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称） 

(3) 実施年度 

(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 

5. 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 

(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 

(3) 実施項目ごとに、付表１に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量（人日数）を、その算出

根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表１に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するも

のとする。 

(4) 各担当者の月別作業量（人日数）を示すこと。 

 

6. 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理

責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当

する者の実名は記載せず、記号で示すこと。4.で求める“能力を有する技術者”及び 5.で求める

“担当者”もこの記号で示すこと。 

(2) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、

入社年度及び実務経験（特に本作業に関連する実務の経験）(注 2)等について具体的に記載する

こと。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 

 (注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただ
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し、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 

(注 2) 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国／地方公共団体／民間会社） 

及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネー

ジャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること）等のよう

に具体的な内容を記載すること。 

(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の

実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の

具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法、調達管理の方法、

文書管理の方法等、品質保証活動計画書に記載する内容）を示すこと。 

 

本件の入札に参加しようとするものは、上記の 1.から 6.までの条件を満たすことを証明するために、

様式１及び様式２の適合証明書を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技

術基盤グループシビアアクシデント研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。 

なお、適合証明書（添付資料を含む。）は、１部提出すること。 

また、適合証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、令和２年１０月９日（金

曜日）１２時までに電子メールで、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデン

ト研究部門に提出すること。 

 

 

適合証明書等提出先： 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル１６階 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２２２２ 

ＦＡＸ：０３―５１１４―２２３２ 

 

質問提出先： 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル１５階 

担 当：鈴木 ちひろ（chihiro_suzuki@nsr.go.jp） 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２２２４ 

 

 

  以上 
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付表１ 技術者の適用業務区分 

技術者区分 適用業務 

区分Ａ 

１ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲

に亘る業務の統括、調整を行う職務（部長、プロジェクトマネージ

ャー相当職） 

２ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に

重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 

区分Ｂ 

高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、

より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し

実施する。 

区分Ｃ 
固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業

務を遂行する。 
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（様式１） 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官  殿 

 

 

所  在  地 

 

 商号又は名称 印 

 

 代表者役職・氏名 印 

 

 

 「令和２年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析」の入札に関し、応札者の条件

を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 

 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事

態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙

げて直ちに対応します。 
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（様式２） 

適合証明書 

 

作業件名： 令和２年度 原子炉施設の遮蔽解析手法に対する解析 

No. 条 件 回 答 

（○or×） 

資料 

No. 

1 令和 01・02・03 年度（平成 31・32・33 年度）環境省競争参加資格

（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級

に格付けされている者であること。 

回答欄に格付けを記入すること。（資格審査結果（全省庁統一資格）

の写しを添付のこと） 

  

2 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュ

リティ対策の履行が確保されていること。 

  

3 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語によ

る意思の疎通ができること。 

回答欄に可能であることを記入すること。 

  

4 モンテカルロ法及び Sn法を用いた原子力施設の遮蔽解析に精通して

おり、MCNP コードの十分な知識と使用経験（特に分散低減法）を有

していることを示すこと。簡易遮蔽計算コード QAD 及び G33 の使用

経験を有していることを示すこと。また、能力を有する技術者が本

作業を担当すること（担当する者の実名は記載せず、記号で示すこ

と）。なお、実績でそれぞれの能力を示す場合には、添付資料に、そ

れぞれ実績 1～2件について下記の事項を記すこと。 

(1) 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） 

(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）または発表先

（学会、機関紙等の名称） 

(3) 実施年度 

(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

  

5 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示

すこと。 

(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示す

こと。 

(3) 実施項目ごとに、付表１に示す各技術者区分に該当する担当者

の作業量（人日数）を、その算出根拠とともに示すこと。ただ

し、担当者は付表１に示すいずれかの技術者区分に必ず該当す

るものとする。 

(4) 各担当者の月別作業量（人日数）を示すこと。 
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No. 条 件 回 答 

（○or×） 

資料 

No. 

6 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理

の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術

管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制に

おいて実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で

示すこと。4 で求める“能力を有する技術者”及び 5 で求

める“担当者”もこの記号で示すこと。 

(2) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこ

と。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実

務経験（特に本作業に関連する実務の経験）(注 2)等につ

いて具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、

各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 

(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、

学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、

経済学部などの専攻を併記のこと。 

(注 2) 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区

別（国／地方公共団体／民間会社）及び当該作業における

役割について記載すること。なお、役割については、プロ

ジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、

解析コード実行（コード名を記載すること）等のように具

体的な内容を記載すること。 

(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中

では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立してい

ることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質

管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック

項目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の

方法等、品質保証活動計画書に記載する内容）を示すこ

と。 

 

 

 

 

 

適合証明書に対する照会先 

所在地    ： 

会社名及び所属： 

担当者名   ： 

電話番号   ： 

ファクシミリ ： 

電子メール  ： 
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記載上の注意 

 

 

１．適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。

なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載す

ること。 

 

２．内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。な

お、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 

 

３．適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料

番号を記載すること。 

その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくす

ること。 

 

４．資料は、日本語（日本語以外の資料については日本語訳を添付）、Ａ４判（縦置き、

横書き）で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 

 

５．適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 

 

 

①項目ごとにインデックス等を付ける。 

②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ

綴じる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 1 

 
別

添

資

料 

 
適合証明書 
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（契約の目的）

第１条　乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

（契約金額）

第２条　金　　　　　　　　円

　（うち消費税額及び地方消費税額　　　　　円）とする。

（契約期間）

第３条　契約締結日から令和３年３月１２日までとする。

（契約保証金）

第４条　甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

（一括委任又は一括下請負の禁止等）

（監　督）

（完了の通知）

第７条　乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（検査の時期）

２　乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わ
　せた業務に伴う当該第三者（以下「下請負人」という。）の行為について、甲に対しすべての
　責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

３　乙は、第１項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約
　を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙
　は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければ
　ならない。

２  甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要があ
　る場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

第６条　乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならな
　い。

第８条　甲は、前条の通知を受けた日から１０日以内にその役務行為の成果について検査をし、
　合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

契　約　書 

（案） 

　支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名（以下「甲」とい
う。）と、　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、「令和２年度原子
炉施設の遮蔽解析手法に対する解析」について、次の条項（特記事項を含む。）により契約を締
結する。

第５条　乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら
　ない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

２　前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法
　第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。
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（天災その他不可抗力による損害）

（対価の支払）

（遅延利息）

（違約金）

（契約の解除等）

（契約不適合責任）

２　乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日
　から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に
　支払わなければならない。

２　甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支
　払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

（３）乙が正当な事由なく解約を申出たとき　契約金額の１００分の１０に相当する額

（４）甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報（以下「保全情報」という。）が乙
　　の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者（乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同
　　じ。ただし、第１６条第１項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩したとき
　　契約金額の１００分の１０に相当する額
（５）本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき　契約金額の１００
　　分の１０に相当する額

（６）前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき　契約金額の１００分の１
　　０に相当する額

（１）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づ
　　き納品される納入物（以下「納入物」という。）の引渡しを終わらないとき　延引日数１日
　　につき契約金額の１，０００分の１に相当する額

（２）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見
　　込みがないと甲が認めたとき　契約金額の１００分の１０に相当する額

第９条　前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担
　とする。

第１０条　甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日（以下「約定期
　間」という。）以内に対価を支払わなければならない。

第１１条　甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の
　日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗
　じて計算した金額を支払うものとする。

第１２条　乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額
　を徴収することができる。

第１３条　甲は、乙が前条第１項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ち
　に解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請
　負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

第１４条　甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契
　約の内容に適合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定
　めて催告し、その契約不適合の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を
　させることができる。
２　前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契
　約不適合の事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行
　為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知ら
　なかったときは、この限りでない。
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（損害賠償）

（保全情報の取扱い）

（秘密の保持）

２　乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

（権利義務の譲渡等）

（３）甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その
　　他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当
　　該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙
　　と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
３　第１項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済
　の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の規定に基づき、
　甲が同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生
　ずるものとする。

第１８条　乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡
　し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１
　０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令
　（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合に
　あっては、この限りでない。

２　乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて
　債権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権
　の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債
　権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次
　の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
　また、乙から債権を譲り受けた者（以下「譲受人」という。）が甲に対して債権譲渡特例法第
　４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定す
　る承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
（１）甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。

（２）譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定
　　その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

第１７条　前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏
　えい防止の責任を負うものとする。

第１５条　甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、
　なお損害賠償の請求をすることができる。

第１６条　乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場
  合はこの限りでない。

２　乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはな
　らない。

３　乙は、保全情報が乙以外の者（ただし、第１項の規定により甲が個別に許可した者を除
　く。）に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わ
　ず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契
　約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

３　乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の
　追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
　ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したと
　き、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、
　そのほか甲が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
　は、甲は、乙に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の
　追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。

２　甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場
　合、その契約不適合を知った時から１年以内に乙に通知することを要するものとする。
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（著作権等の帰属・使用）

（個人情報の取扱い）

（資料等の管理）

（契約の公表）

（紛争の解決方法）

３　乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な
　管理のために必要な措置を講じなければならない。

４　甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預
　託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示を
　させることができる。

５　乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するも
　のとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

６　乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等
　が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

７　第１項及び第２項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその
　効力を有するものとする。

２　乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物
　の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措
　置をとるものとする。

３　乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関
　する一切の責任を負わなければならない。

２　乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、こ
　の限りでない。

第２１条　乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう
　万全の措置をとらなければならない。

第１９条　乙は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２
　８条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除
　く。）を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたと
　きに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面
　の作成に協力しなければならない。

第２０条　乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報
　に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により
　当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合するこ
　とができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）について
　は、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

第２２条　乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されること
　に同意するものとする。

第２３条　本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何
　時でも変更することができるものとする。

２　前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項につい
　ては、甲と乙との協議により決定するものとする。

（１）甲から預託を受けた個人情報を第三者（第５条第２項に定める下請負人を含む。）に預託
　　若しくは提供し、又はその内容を知らせること。

（２）甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、
　　又は改変すること。
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特記事項

【特記事項１】

（談合等の不正行為による契約の解除）

第１条　甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

イ　独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ　独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）

（１）独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書

（２）独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書

（３）独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

（談合等の不正行為による損害の賠償）

２　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

【特記事項２】

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）

ハ　独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知が
　あったとき

第４条　甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約
　を解除することができる。

第２条　乙は、前条第１号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、
　次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

第３条　乙が、本契約に関し、第１条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除す
　るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、
　乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の
　１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切
　り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

４　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合
　において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな
　い。

５　乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙
　は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算
　した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等
　　に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
　　であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店
　　若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表
　　者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同
　　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が
　　確定したとき

（３）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治
　　４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき

３　第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、
　乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場
　合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな
　い。

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第
　　５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を
　　行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
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（下請負契約等に関する契約解除）

（損害賠償）

４　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第７条　乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の
　反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた
　場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介
　入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

第６条　甲は、第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生
　じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２　乙は、甲が第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に 損害
　が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

３　乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわ
　らず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
　（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に
　相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を
　違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

５　第２項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、
　乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場
　合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな
　い。
６　第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合
　において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな
　い。

７　乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙
　は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算
　した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

第５条　乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下
　請負人を含む。）及び再委任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負
　人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者
　をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）
　であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対
　し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関
　　係を有しているとき

２　甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の
　契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約
　を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契
　約を解除することができる。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
　　目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
　　的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
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　本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

甲   東京都港区六本木一丁目９番９号

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名

乙   
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※　以下、仕様書を添付
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